
Ｂ． 郵便小包として輸出する場合の手続 

 

①  価格が２０万円以下の場合（税関への輸出申告は不要） 

 

 

 

②  価格が２０万円を超える場合（税関への輸入申告が必要） 

 

 

※差出し郵便局で貨物の受領証を受け取り、税関で受領証を提示し確認を受け

ると輸出許可書が交付されます。 
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他省庁の許可・承認証が必要な場合は、はがきで連絡 
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③  事前検査が必要な場合（減免税の手続き等で輸出の確認が必要な場合） 

 

 

※ 20万円を超える貨物については、事前検査を受けた税関で輸出申告をするこ

とができます。 
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外国へ郵便物を送る場合の手続については、こちらをごらんください。 
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《20万以下の貨物の例※》 

http://www.customs.go.jp/tsukan/kojinyusyutsu.htm

